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住宅用家屋証明必要書類

（提出）以外の書類については、提示のみで可

＜所有権保存・移転登記＞

■41a 新築されたもの（特定認定長期優良住宅以外）

１．下記のうち、いずれか一つ

・建築確認済証および検査済証

・登記事項証明書

・登記申請書（建物表題登記） ※法務局の受付印があるもの

２．下記のうち、いずれか一つ

・住民票の写し

・未入居の場合は、申立書（提出）

■41b 建築後使用されていないもの（特定認定長期優良住宅以外）

１．下記のうち、いずれか一つ

・建築確認済証および検査済証

・登記事項証明書

・登記申請書（建物表題登記） ※法務局の受付印があるもの

２．下記のうち、いずれか一つ

・住民票の写し

・未入居の場合は、申立書（提出）

３．下記のうち、いずれか一つ（提出）

・売買契約書の写し

・売渡証書の写し

・代金納付期限通知書の写し

４．当該家屋の直前の所有者又は当該家屋の取得に係る取引の代理若しくは媒介をした

宅地建物取引業者による当該家屋が未使用であることの証明書（提出）

■41c 新築されたもの（特定認定長期優良住宅）

１．下記のうち、いずれか一つ

・建築確認済証および検査済証

・登記事項証明書

・登記申請書（建物表題登記） ※法務局の受付印があるもの

２．下記のうち、いずれか一つ



・住民票の写し

・未入居の場合は、申立書（提出）

３．長期優良住宅認定申請書の副本一式

４．認定長期優良住宅認定通知書の写し（提出）

■41d 建築後使用されていないもの（特定認定長期優良住宅）

１．下記のうち、いずれか一つ

・建築確認済証および検査済証

・登記事項証明書

・登記申請書（建物表題登記） ※法務局の受付印があるもの

２．下記のうち、いずれか一つ

・住民票の写し

・未入居の場合は、申立書（提出）

３．下記のうち、いずれか一つ（提出）

・売買契約書の写し

・売渡証書の写し

・代金納付期限通知書の写し

４．当該家屋の直前の所有者又は当該家屋の取得に係る取引の代理若しくは媒介をした

宅地建物取引業者による当該家屋が未使用であることの証明書（提出）

５．長期優良住宅認定申請書の副本一式

６．認定長期優良住宅認定通知書の写し（提出）

■42 建築後使用されたことのあるもの

１．登記事項証明書

２．下記のうち、いずれか一つ

・住民票の写し

・未入居の場合は、申立書（提出）

３．下記のうち、いずれか一つ（提出）

・売買契約書の写し

・売渡証書の写し

・代金納付期限通知書の写し

４．新築後２０年（耐火建築物の場合は２５年）以上経過している場合、下記いずれか

の書類（提出）

・新耐震基準に適合するものである証明書

・住宅性能評価書（写し）



■41a～42 共通

１．耐火建築物もしくは準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受ける場合

・耐火建築物もしくは準耐火建築物に該当することが明らかにする書類（写し）

ただし、建物の構造が下記に該当する場合は不要

・鉄骨鉄筋コンクリート造

・鉄筋コンクリート造

・鉄骨造

・コンクリートブロック造

・れんが造

・石造

２．低層集合住宅に該当する区分建物について証明を受ける場合

・国土交通大臣が交付した低層集合住宅の認定書（写し）

＜抵当権設定登記＞

１．下記のうち、いずれか一つ

・建築確認済証および検査済証

・登記事項証明書

・登記申請書（建物表題登記） ※法務局の受付印があるもの

※増築の場合は、増築後の床面積がわかるもの

２．下記のうち、いずれか一つ（提出）

・金銭消費貸借契約書（写し）

・登記申請書に添付する登記原因情報

その他書類については、所有権保存・移転登記 41a～42 と同じ


